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資 料 編

和歌山県自殺対策計画



　　※本計画に用いられる資料及びデータについて

〇 自殺対策基本法…以下の厚生労働省ホームページを参照のこと
https://www.mhlw.go.jp/content/000527996.pdf

〇 自殺総合対策大綱…以下の厚生労働省ホームページを参照のこと
https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html

○ 自殺死亡率　＝　人口１０万人あたりの自殺者数

○ 厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い

１　調査対象の差異

　厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の

自殺統計は、総人口（日本における外国人も含む。）を対象としている。

２　調査時点の差異

　厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の

自殺統計は「発見地」を基に自殺した発見時点（正確には認知）で計上して

いる。別に「住居地」や「自殺日」による計上もある。

３　事務手続き上（訂正報告）の差異

　厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明の

ときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂

正報告がない場合は、自殺に計上していない。

　警察庁の自殺統計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統

計原票を作成し、計上している。

４　計画中の参照データ

人口動態統計 自殺統計

（厚生労働省） （警察庁）

対　　象 日本における日本人 総人口（外国人を含む）

計上時点 死亡日 発見日（自殺日）

住所地 発見地（住居地）

計上方法 自殺、他殺、事故死のいずれか不
明の時は、自殺以外で処理してお
り、死亡診断書等作成者から自殺
の訂正報告がない場合は自殺に計
上しない。

死体発見時に自殺、他殺、事故死
のいずれか不明の時は、その後の
捜査等により自殺と判明した時点
で計上する。

　厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」および「特別集計」、自殺総合

対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2022）」は警察庁の「自殺統

統計」を元に計上されている。



　　１．主な取組実績

＜人材養成＞

　・自分の周りの人の自殺の危険を示すサインに気づいた場合に、適切に行動す

　　ることができる、ゲートキーパーの養成

ゲートキーパー養成講座受講者数

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

275 421 402 478

　　※H22～R3年度の累計数：2,656人

＜啓発の充実＞

　・インターネット検索連動広告による啓発や相談窓口の案内

広告掲載年次レポート

R元年度 R2年度 R3年度

185,031 210,257 236,087

14,470 17,130 19,028

＜相談体制の充実＞

　・県自殺対策推進センターにおける24時間365日対応の電話相談窓口の運営

電話相談件数

R元年度 R2年度 R3年度

1,098 1,108 1,032

2,456 1,720 1,252

　・ＳＮＳによる相談窓口（ＬＩＮＥ相談）の設置、運営

ＳＮＳ相談件数

H30年度※ R元年度 R2年度 R3年度

16 84 81 75

　　※H31.1月開始のためH30年度は3か月の実績

＜自殺リスクの高い要因への取組＞

　・医療機関や相談機関等との連携による自殺未遂者支援体制の整備、運営

自殺未遂者支援件数

R元年度※ R2年度 R3年度

31 37 81

　　※R元.9月開始のためR元年度は7か月の実績

広告表示回数

クリック数

平日日中相談

夜間休日相談
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２．関連施策一覧

・　計画第4章第2節「自殺対策における取組」関連施策

大 小

1 （1） 地域自殺対策推進センター運営
「人口動態統計（厚生労働省）」、「地域における自殺の基礎資料（厚生
労働省）」等の統計資料による実態把握、および情報提供を行う。

障害福祉課
精神保健福祉センター

1 （1） 地域自殺対策推進センター運営
市町村の自殺対策計画見直し等を支援するとともに、市町村が行う自
殺未遂者や自死遺族支援について助言する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

2 （1） 自殺対策連絡協議会の運営
和歌山県自殺対策連絡協議会を開催し、構成機関・団体の相互連携
や情報共有を行う。

障害福祉課

2 (1)
「我が事・丸ごと」の地域づくり推
進

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて各機関が協働する体
制づくりを支援する。

福祉保健総務課

2 （2）
民間団体による人材養成や相談・
啓発等に対する支援

自殺対策に関係する人材養成、啓発、当事者グループ活動等を実施
する民間団体の活動を支援する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

2 （2）
自殺のハイリスク地における取組
に対する支援

民間団体の実施する自殺ハイリスク地における自殺未遂者の保護や
自立支援に関わる活動を支援する。

障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

3 （1） かかりつけ医等に対する専門研修
かかりつけ医等に対し、精神疾患等についての知識と自殺対策に関
係する施策について研修を実施する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

3 （2） 精神保健福祉従事者専門研修
精神保健医療福祉従事者に対し、精神障害者、依存症者、思春期を
迎えた若者等の自殺予防を含む支援技術の向上などをテーマとした
専門研修を実施する。

精神保健福祉センター

3 （3）
和歌山県私立学校人権同和研修
会

私学教職員の人権同和意識の向上及び定着に資するため、人権同和
に関する研修を実施する。

文化学術課

3 （3） いじめ防止対策
「いじめ問題対応マニュアル」に基づく研修やいじめアンケート等を徹
底し、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応に取り組むとともに、
いじめ対策組織を生かした組織的な取組を推進する。

教育支援課

3 （3） 県立学校等生徒指導部長会議
高等学校及び特別支援学校における生徒指導上の諸課題に関し、研
究協議を実施する。

教育支援課

3 （3） 生徒指導研究協議会
自殺予防教育及び情報モラル教育等について、専門家を招聘した研
修を県内３カ所で実施する。

教育支援課

3 （3） 性に関する指導研修会
性に関する正しい知識や支援及び指導方法等の習得を目的とした研
修会を開催する。

教育支援課

3 （4）
警察職員に対する自死遺族対応
教育（専科教養）

自死遺族等と接する警察職員に対して、自死遺族に接する際の対応
技術の向上を図る。

捜査第一課

3 （4）
消防職員に対する自死遺族対応
教育（初任教育、専科教育）

自死遺族等と接する消防職員に対して、自死遺族に接する際の対応
技術の向上を図る。

危機管理・消防課

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

3 （4） 精神保健福祉関連新任者研修
医療機関、福祉事業所などの関係者などに対し、精神保健に関する
基礎的な知識や支援をテーマとした研修を実施する。

精神保健福祉センター

3 （4） 民生委員・児童委員研修
地域福祉の主な担い手である民生委員・児童委員の活動を支援する
とともに、資質の向上を図るため研修会を開催する。

福祉保健総務課
子ども未来課

3 （4）
職能団体や企業・事業所への自
殺予防研修

保健福祉分野職能団体、企業・事業所等に対し、メンタルヘルスや自
殺予防に関する情報提供や研修を実施し、ゲートキーパーの役割を
要請する。

精神保健福祉センター
県立保健所

3 （5）
ゲートキーパー養成研修の実施
および支援

ゲートキーパー養成研修を実施するとともに、市町村や自殺対策に関
係する機関、民間団体等が実施するゲートキーパー養成について助
言・支援する。

障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

3 （6）
支援者等を対象としたこころの健
康相談の実施

悩みを抱える人を支援する家族や知人等に対し、対象者が自殺既遂
に至った場合も含め、こころの健康が損なわれないよう支援する。

障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

4 （1）
自殺予防週間・自殺対策強化月
間における啓発

自殺予防週間（9月10日から9月16日まで）及び自殺対策強化月間（3
月）を中心とした啓発活動を実施する。

障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

4 （1） 自殺対策強化月間特別展示
自殺対策強化月間（3月）中、自殺に関する資料やパネルの展示、リー
フレット等の配布を行う。

生涯学習課
県立図書館
県立紀南図書館

4 （1） 人権啓発事業 人権施策推進課

4 （1） 人権尊重の社会づくり推進事業 人権施策推進課

4 （1） 人権啓発推進事業 人権施策推進課

4 （1） 人権研修事業 人権施策推進課

4 （1） 人権教育総合推進事業
生命を尊重する精神を養い自己肯定感を高めるため、人権や人権問
題について研修会を開催するとともに、学習教材等を作成し、活用普
及を図る。

人権教育推進課

4 （2） こころの健康に関する啓発
「わかやまこころのフェスタ」の開催などの機会を通じ、こころの健康の
保持と、こころの病についての正しい理解のための普及啓発を行う。

精神保健福祉センター

4 （3） いじめ防止対策
「いじめ問題対応マニュアル」に基づく研修やいじめアンケート等を徹
底し、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応に取り組むとともに、
いじめ対策組織を生かした組織的な取組を推進する。

教育支援課

4 （3） 長期休業明けの自殺の未然防止
長期休業前後や休業期間中に、小・中学校、高等学校、特別支援学
校等において面談や家庭訪問等を行い、自殺の未然防止に取り組
む。

教育支援課

市町村、企業、（公財）和歌山県人権啓発センター等の関係団体との
連携・協働により、自殺をはじめとする様々な人権問題に対する県民
への理解の浸透を図る。

「ふれあい人権フェスタ」において、自殺対策に取り組む民間団体に活
動の場を提供する。
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

4 （3） 人権教育推進
児童生徒が、かけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きて
いくことへの意識の涵養等に資する教育を推進する。

人権教育推進課

4 （3） 非行防止教室
少年サポーターが各学校に赴き行う非行防止教室において、命の大
切さについて伝える。

少年課

4 （3） 命の大切さを学ぶ教室
犯罪被害者等の講話により、中高校生に規範意識の向上や命の大切
さに気づく機会を設ける。

広報県民課

4 （3）
和歌山県私立高等学校等経常費
補助金

私立高等学校等のスクールカウンセラーの活用や不登校の生徒等の
教育機会について支援を行う。

文化学術課

4 （3） 不登校等総合対策事業

「不登校対応基本マニュアル」等を活用した研修の実施、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカー及び不登校児童生徒支援員の
拡充を行うとともに、不登校に係る保護者向けマニュアルを作成・活用
する。

教育支援課

4 （4）
ＳＯＳの出し方に関する教育の推
進

危機に直面したときには助けを求めることをできるようにするなど、学
校におけるこころの健康の保持に係る教育を推進する。

教育支援課

4 （5）
インターネットやＳＮＳを活用した
情報提供など

インターネット等を活用し、自殺についての正しい知識の普及と様々な
悩みを抱える人が必要とする情報の提供を行う。

障害福祉課
精神保健福祉センター
教育支援課

4 （5）
検索連動広告による相談窓口の
案内

県内において、インターネットの検索エンジンで検索された、自殺に関
連する用語に対して、自殺防止のための相談窓口（和歌山県自殺対
策推進センター）を表示することにより、相談を促す。

障害福祉課

5 （1） 労働セミナー開催
労働関係法や労務管理手法などを周知することにより、企業における
雇用管理の改善を図り、労使間のトラブルを未然に防止するとともに、
仕事と家庭の両立ができるより良い職場環境づくりの促進を図る。

労働政策課

5 （1） 職場環境改善アドバイザー派遣
企業に専門家を派遣し、それぞれの職場の実情に応じた働きやすい
職場環境づくりに向けた取組をサポートする。

労働政策課

5 （1） 労働相談
労働者・使用者双方から、解雇や職場の人間関係などの相談に対応
し、支援機関の紹介や助言を行う。

労働政策課

5 （2）
人権問題、ハラスメント研修の実
施

事業所を対象に、企業活動に密接な関わりのある人権問題やハラスメ
ントをテーマとした研修会を開催する。

労働政策課

5 （3） メンタルヘルスセミナー
職場や地域におけるメンタルヘルスの現状、うつ病やストレスの早期
発見及び予防についての講習会を開催する。

健康推進課
県立保健所

6 （2） 精神科医療体制の充実 休日、夜間に緊急に精神科医療が受診できる体制を強化する。
障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

6 （2） 精神科救急情報センターの運営
精神科救急情報センターより、夜間・休日の受診先について情報提供
を行う。

障害福祉課
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

6 （2）
外来における認知行動療法の提
供
認知行動療法センターの運営

うつ病等の外来患者に対して認知行動療法を実施する。
精神科医療従事者に対する認知行動療法の研修体制を整備するとと
もに、産業界や教育現場の関係者に認知行動療法を普及させる。

県立こころの医療セン
ター

6 （3）
児童思春期外来（10歳以上）の設
置

専門外来として児童思春期外来（10歳以上）を設置し、担当医師が対
応にあたる。

県立こころの医療セン
ター

6 （3） 精神保健福祉従事者専門研修
子供の支援に関わる従業者に対し、思春期をテーマとした専門研修を
実施する。

精神保健福祉センター

6 （4） 依存症に関する相談
依存症に関する相談に応じる。
薬物依存症やギャンブル等依存症の当事者家族及び支援者に対する
継続指導を実施する。

精神保健福祉センター
県立保健所

6 （4） 薬物相談窓口の設置
薬物乱用者やその家族等からの相談に応じ、薬物依存からの社会復
帰を支援する。

薬務課
県立保健所

6 （4） アルコール専門外来の設置
アルコール依存症患者に対して専門の治療プログラムを提供するとと
もに、アルコール依存症患者の入院受入体制の整備を行う。

県立こころの医療セン
ター

6 （5）
災害保健医療体制整備と人材育
成

災害保健医療活動が実施できるような体制整備と、医療機関や福祉
事業所などの精神保健医療福祉従事者に対する研修を実施する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

6 （5）
こころのケアホットライン
こころのケアチーム派遣

災害等発生時に職能団体と連携し、ホットラインの開設、こころのケア
チームの派遣及びその調整を実施する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

6 （5）
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ
Ｔ）の体制整備と人材育成強化

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の体制及び県外ＤＰＡＴの受入れ
体制の整備を行う。

障害福祉課
精神保健福祉センター

7 （1） こころの健康相談
こころの健康に関する面接相談及び電話相談を実施し、自殺のリスク
が高まる前の対応に努める。

精神保健福祉センター
県立保健所

7 （2） 人権相談窓口の設置
人権相談や弁護士による法律相談を実施し、県内の人権に関する相
談機関等で構成する「人権相談ネットワーク協議会」を開催する。

人権政策課

7 （3）
子供SOSダイヤル
きいちゃんLINE悩み相談＠

児童生徒の不登校やいじめ、非行等に係る心理的な問題や不登校と
なった児童生徒の学習相談及び生活や学習上の困難に対する特別な
支援に関する電話相談等を実施する。

教育支援課

7 （3） ヤングテレホン・いじめ110番
いじめなどの悩みに対し、学校、地域、家庭等と連携し、早期把握と必
要な助言・指導を行う。

少年課

7 （3）
「子どもと家庭のテレフォン110番」
事業

子供、家庭、女性の様々な悩みについて、24時間365日電話相談を実
施する。

子ども未来課

7 （3） ＳＮＳ相談
SNSによる相談窓口を設置し、支援情報の提供を行い、必要に応じて
電話・面接による相談につなげる。

障害福祉課
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

7 （3） 若者自立支援
県内3か所の「若者サポートステーションWith You」において、若者から
の様々な相談に対応し、個人の状況に応じた総合的な支援を実施す
る。

青少年・男女共同参画課

7 （4）
男女共同参画センターにおける各
種相談

男女共同参画に関連する相談窓口を設置し、総合相談、カウンセリン
グ、法律相談及び男性相談員による男性のための電話相談を実施す
る。

青少年・男女共同参画課

7 （5） カウンセリング支援
犯罪被害者等の精神的被害の回復に資するため、カウンセリング料
等を公費負担する。

広報県民課

7 （5）
弁護士による無料法律相談
犯罪被害者等生活資金貸付

被害者支援に精通している弁護士による法律相談を無料で実施する。
犯罪被害者等が受けた被害により負担する医療費や住居の移転に伴
う経費、休業等による生活費などについて貸付けを実施する。

県民生活課

7 （6）
県民相談窓口の設置による多重
債務者などの相談

県民相談窓口を設置し、多重債務に関する相談を受け付ける。
各種専門機関と連携し、多重債務無料相談会を開催する。

県民生活課

7 （7） 小規模経営支援
経営者に対する相談事業の実施など中小企業の倒産に伴う社会的混
乱の未然防止を目的とした相談事業の実施を推進する。

商工振興課

7 （8）
地域の自殺対策やメンタルヘルス
に関する情報提供等

こころの健康や様々な社会的要因に関する「相談窓口一覧表」を作成
し、インターネット等の活用により情報を発信する。

精神保健福祉センター

8 （1） 子供の貧困対策
和歌山県子供の貧困対策推進計画に基づき、教育支援、生活安定支
援、保護者の就労支援、経済的支援を実施する。

子ども未来課

8 （1） 児童相談所体制強化 児童相談所の相談支援体制の強化を図る。 子ども未来課

8 （1） 児童虐待等対応機能強化
児童虐待に対応するため、市町村の相談体制の専門性向上や地域の
子育て支援機能の強化を図る。

子ども未来課

8 （1）
児童相談所全国共通ダイヤル
「189」の広報啓発

児童虐待を受けたと思われる児童の早期発見、早期対応を目的とした
全国共通ダイヤルについて、広報、啓発活動を実施する。

子ども未来課

8 （1） 社会的養護体制整備・促進
里親制度の広報啓発等、里親研修の実施、委託里親への定期的な訪
問援助・相談・指導を行う。

子ども未来課

8 （1）
児童養護施設退所者等アフターケ
ア

児童養護施設退所者等の地域社会における社会的自立を促進する。 子ども未来課

8 （1） 「子どもの居場所づくり」事業
地域住民の参画を得て、公民館や学校の空き教室を活用し、宿題や
自作プリント、読み聞かせ、暗唱等、子供の学習活動を支援する。

生涯学習課

8 （1） 子供食堂支援
すべての子供たちが安心して地域の大人とかかわり、社会性をはぐく
む場として、食事を提供し、学習支援や地域交流の拠点となる子供の
居場所づくりに取り組んでいる団体を支援する。

子ども未来課
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

8 （2）
母子家庭等就業・自立支援セン
ター運営

ひとり親家庭の生活を対象とした相談、就業や生活を総合的に支援
し、ひとり親家庭の生活の安定と自立を推進する。

子ども未来課

8 （3）
子育て世代包括支援センターの強
化など

市町村による子育て世代包括支援センターにおける妊娠期から子育
て期までの切れ目ない総合的相談支援事業、産前・産後サポート事
業、産後ケア事業及び産婦健康診査事業等の実施を推進し、産後う
つの予防を含めた妊産婦のメンタルヘルス対策を強化する。

健康推進課

8 （4）
ひきこもり支援推進に取り組む市
町村への支援

ひきこもり支援推進事業を実施する市町村に技術的助言を行うととも
に、ひきこもり支援従事者を育成する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

8 （4） ひきこもり地域支援センター運営
ひきこもり当事者やその家族からの相談、つどいの場を運営するとと
もに、ひきこもり支援推進事業を実施する市町村に技術的助言を行
う。

精神保健福祉センター

8 （5） ＤＶネットワーク会議
女性相談に関係する相談窓口や警察などの機関や団体が情報共有・
相互連携し、ＤＶ被害者に対する支援を推進する。

青少年・男女共同参画課
子ども未来課

8 （5） 性暴力センター和歌山の運営
性暴力を受けた被害者に対し、相談、緊急医療、こころのケア等を実
施し、心身の負担軽減、健康回復に加え、警察への届出促進と潜在化
防止を図る。

子ども未来課

8 （5）
女性相談所等運営管理、女性保
護

性犯罪、性暴力被害、配偶者間の暴力などによって、経済や生活の問
題や心理的な負担を抱えた女性の保護、相談を実施する。

子ども未来課

8 （6）
性的マイノリティ当事者グループ
の支援

性的マイノリティの当事者が社会や地域の無理解や偏見等により、精
神的・心理的に追い込まれることがないよう当事者グループの取組を
支援し、その活動について広く情報提供を行う。

精神保健福祉センター

8 （6）
性的マイノリティ当事者の活動の
場の提供と県民等への啓発

県民や企業に対する啓発を実施するとともに、ふれあい人権フェスタ
等において当事者グループに活動の場を提供する。

人権施策推進課
人権教育推進課
青少年・男女共同参画課

8 （6）
性的マイノリティ当事者のニーズ
に沿った相談の実施

男女共同参画センター、精神保健福祉センター、人権政策課や県立保
健所等において、性的マイノリティ当事者のそれぞれのニーズに沿っ
た相談を実施する。

人権政策課
青少年・男女共同参画課
障害福祉課

8 （6）
男女共同参画センターにおける相
談

ＬＧＢＴＱに関連する相談窓口を設置し、様々な性的指向や性自認の
方のための電話または面接相談を実施する。

青少年・男女共同参画課

8 （7） 生きがい健康づくり推進
全国健康福祉祭（ねんりんピック）への和歌山県選手団の派遣、ス
ポーツ交流大会、美術展等の開催、シニアリーダーカレッジ等学ぶ場
の提供などにより、高齢者の生きがいづくりを推進する。

長寿社会課

8 （7）
わかやま元気シニア生きがいバン
ク

高齢者の生きがいや社会参加などの活躍の場づくりを推進する。 長寿社会課

8 （7） 家族介護者支援事業の支援
在宅で高齢者を介護する者に対し、市町村や地域包括支援センター
等が実施する家族介護者支援事業に対する支援を行う。

長寿社会課

8 （8） がん相談支援
がん診療連携拠点病院（厚生労働省指定）、がん診療連携推進病院
（県指定）にそれぞれ設置されているがん相談支援センターの活動を
支援する。

健康推進課
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大 小

項　目

第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

8 （8） がん緩和ケア研修
がん患者の身体的・精神心理的・社会的苦痛等を緩和するため、医療
機関が整備する緩和ケア体制を推進する。

健康推進課

8 （8）
難病・子ども保健相談センター運
営

県難病・子ども保健相談支援センターによる相談支援業務、講演会・
研修会の開催、患者・家族会運営支援を実施する。

健康推進課
難病・子ども保健相談セ
ンター

8 （8） 難病患者相談支援
県立保健所において、医療相談や訪問相談をはじめ、医療機関等と
連携した患者・家族の療養生活の支援を行う。

健康推進課
県立保健所

8 （9） 生活福祉資金貸付
和歌山県社会福祉協議会が実施する貸付事業を支援し、生活再建や
教育支援を目的に緊急かつ一時的に必要な資金の貸付を実施するこ
とで、低所得者などの経済的自立を図る。

福祉保健総務課

8 （9） 若年者就職支援センターの運営
和歌山県若年者就職支援センターにおいて職業適正診断など就職支
援を実施する。

労働政策課

8 （9） 再就職支援センターの運営
和歌山県再就職支援センターにおいて職業適正診断など就職支援を
実施する。

労働政策課

8 （10） 自立相談支援事業
生活困窮者からの相談に対応し、自殺対策に係る機関等と連携し、
個々の状況に応じた包括的な支援を実施する。

福祉保健総務課

8 （10） 一時生活支援事業
生活困窮者に一時的な居場所を提供し、生活基盤の安定化を図るこ
とで自立や就労に向けた支援を行う。

福祉保健総務課

8 （11） 自殺のハイリスク地対策
自殺のハイリスク地における安全確保や支援情報の掲示の活動を行
う市町村・民間団体を支援する。

障害福祉課
県立保健所

8 （11） 薬物乱用防止啓発
薬物乱用防止教室の実施や街頭啓発等を通じて、薬物に関する正し
い知識の普及を図る。

薬務課
県立保健所

8 （11） 行方不明者発見活動
自殺のおそれのある行方不明者を特異行方不明者と位置付け、県内
外の警察と連携し、行方不明者の発見と保護にあたる。

人身安全対策課

8 （11） 青少年健全育成総合対策
自殺を誘発、助長するおそれのある図書等を、有害図書等として指定
し、青少年への販売禁止や区分陳列等を実施する。

青少年・男女共同参画課

8 （12）
インターネット有害情報対策及び
フィルタリングの普及促進

「ネット指導教員養成講座」を実施し、児童生徒の情報モラルを高め
る。県職員が保護者等に「おはなし講座」を実施し、フィルタリングの必
要性等の理解を高める。携帯電話販売店等に立ち入り調査を実施し、
フィルタリングの利用向上を図る。

青少年・男女共同参画課

8 （12） インターネット上の誹謗中傷対策
人権相談窓口を設置し、書き込みの削除の支援や情報提供などを実
施する。また、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する
正しい理解を深めるための啓発を実施する。

人権政策課
人権施策推進課

8 （12）
インターネット上の自殺予告事案
対応

インターネット上の自殺予告案件が判明した場合、人命保護の観点か
ら緊急に対処する必要性がある場合に、電子掲示板の管理者やプロ
バイダと連携することにより迅速かつ円滑な解決を図る。

サイバー犯罪対策課
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第4章
第2節

自殺対策における取組 取組（事業）の概要 担当課等

8 （13） 精神保健福祉従事者専門研修
救急医療機関の従事者を対象に、精神疾患等の患者支援や、自殺対
策についての知識を深める専門研修を実施する。

障害福祉課
精神保健福祉センター

8 （13） 自殺未遂者支援
自殺未遂者の再度の自殺企図を防止するため、市町村及び医療機関
等関係機関と連携して自殺支援者を支援する。

障害福祉課
精神保健福祉センター
県立保健所

8 （14） 自死遺族等への相談の実施
自死遺族からの相談に応じ、自死遺族のこころのケアを図るとともに、
必要に応じ当事者グループへの参加を勧める。

精神保健福祉センター

8 （14）
自殺対策活動を実施する民間団
体への支援

自死遺族を支援する市町村や、自死遺族の相談や当事者グループの
支援を行う民間団体に対し、必要な情報提供を行う。

障害福祉課
精神保健福祉センター

8 （14） 学校への専門職の派遣
児童生徒が関わる事案が発生した場合、学校に専門職を派遣し、児
童生徒のこころのケアを図る。

教育支援課

8 （14）
自殺未遂、自殺の発生直後の支
援

発生直後の周囲の人々への心理的ケアが的確に行われるよう、事後
対応や自死遺族の相談を行う。

精神保健福祉センター
県立保健所

8 （14）
自死遺族のための相談窓口等の
情報提供

自死遺族のための相談窓口を掲載したパンフレットを自死遺族と関わ
る可能性のある機関の窓口に設置し、自死遺族の支援及び自殺の連
鎖を防止する。

精神保健福祉センター
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３（１）自殺死亡率年次推移及び全国における順位（都道府県順）　平成２４年～平成２８年　高率順

人口動態統計

自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位

全 国 21.0 - 20.7 - 19.5 - 18.5 - 16.8 -

北 海 道 22.2 15 21.2 20 20.1 18 19.5 14 17.5 21

青 森 県 24.3 7 23.3 8 20.5 12 20.5 11 21.0 5

岩 手 県 25.3 4 26.4 2 26.6 1 23.3 2 22.9 2

宮 城 県 18.9 39 19.8 36 19.6 26 17.4 34 18.0 16

秋 田 県 27.6 1 26.5 1 26.0 2 25.7 1 23.8 1

山 形 県 25.3 5 24.6 6 21.6 9 21.7 6 19.9 7

福 島 県 21.9 18 21.7 15 21.8 7 21.6 8 18.4 12

茨 城 県 21.1 23 21.2 19 19.7 24 18.6 24 17.1 22

栃 木 県 22.8 11 22.6 10 20.1 19 19.5 15 18.9 9

群 馬 県 23.4 9 25.2 5 20.4 14 21.6 7 20.2 6

埼 玉 県 21.4 21 20.8 25 18.7 32 18.0 29 16.7 27

千 葉 県 19.9 37 19.9 34 19.9 21 19.3 17 16.7 26

東 京 都 19.9 36 20.2 30 18.7 31 17.4 33 15.5 38

神 奈 川 県 18.5 41 17.9 44 17.3 41 16.8 38 14.6 43

新 潟 県 26.4 2 26.1 3 23.5 4 22.0 5 21.8 3

富 山 県 22.2 13 22.6 11 22.8 5 20.5 10 17.7 19

石 川 県 20.9 27 17.7 47 15.7 47 18.3 25 15.5 37

福 井 県 20.2 35 17.9 45 17.1 44 15.4 47 17.0 24

山 梨 県 22.0 17 23.4 7 22.2 6 16.8 39 17.0 23

長 野 県 21.2 22 20.1 31 20.9 11 18.2 27 16.5 29

岐 阜 県 20.9 25 19.1 39 20.3 17 18.8 21 17.5 20

静 岡 県 20.4 32 20.7 27 18.5 34 18.7 22 16.6 28

愛 知 県 18.3 43 19.1 40 17.7 36 16.0 44 14.4 45

三 重 県 20.4 31 19.3 38 17.3 42 19.0 19 14.9 42

滋 賀 県 20.2 34 21.0 23 18.2 35 17.4 35 16.1 34

京 都 府 17.3 47 19.3 37 17.5 38 16.5 42 14.2 46

大 阪 府 21.6 20 20.8 24 20.0 20 18.7 23 17.8 18

兵 庫 県 20.7 28 20.5 28 19.8 23 17.6 31 16.4 30

奈 良 県 17.7 44 18.3 42 17.1 43 15.9 45 13.6 47

和 歌 山 県 18.3 42 21.3 18 17.4 39 19.2 18 21.7 4

鳥 取 県 20.9 26 21.1 22 19.1 30 18.2 26 14.5 44

島 根 県 22.8 12 25.4 4 20.4 15 22.9 4 19.0 8

岡 山 県 18.8 40 17.8 46 17.0 45 18.2 28 15.7 36

広 島 県 20.6 30 19.8 35 19.4 28 17.5 32 15.4 40

山 口 県 23.3 10 20.0 33 19.1 29 20.0 12 15.8 35

徳 島 県 19.0 38 22.1 13 19.9 22 17.2 36 18.0 17

香 川 県 17.5 46 18.8 41 17.4 40 16.2 43 16.2 32

愛 媛 県 20.6 29 22.6 12 20.5 13 19.3 16 18.3 14

高 知 県 25.9 3 21.6 17 21.6 8 15.7 46 18.4 13

福 岡 県 22.2 14 21.1 21 19.7 25 17.8 30 16.3 31

佐 賀 県 21.0 24 18.1 43 17.0 46 16.6 40 15.4 39

長 崎 県 17.7 45 20.1 32 19.4 27 16.9 37 14.9 41

熊 本 県 23.8 8 20.4 29 18.6 33 19.9 13 18.2 15

大 分 県 22.2 16 21.8 14 17.6 37 16.5 41 16.9 25

宮 崎 県 24.7 6 22.9 9 23.9 3 23.2 3 18.8 11

鹿 児 島 県 21.6 19 21.6 16 21.4 10 19.0 20 16.1 33

沖 縄 県 20.3 33 20.8 26 20.3 16 20.7 9 18.9 10

都道府県名

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
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３（１）自殺死亡率年次推移及び全国における順位（都道府県順）　平成２９年～令和３年　高率順

人口動態統計

自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位
自殺
死亡率

順位

全 国 16.4 - 16.1 - 15.7 - 16.4 - 16.5 -

北 海 道 17.3 15 17.2 12 17.0 16 17.0 18 17.5 13

青 森 県 20.8 3 20.6 2 16.9 17 19.3 4 23.4 1

岩 手 県 21.0 2 20.5 3 20.5 2 21.3 1 16.2 26

宮 城 県 16.9 18 16.2 24 17.5 9 18.0 9 17.3 15

秋 田 県 24.4 1 20.3 4 20.8 1 18.0 10 18.8 8

山 形 県 19.2 7 18.1 8 18.2 5 17.0 19 20.1 3

福 島 県 20.2 5 19.7 5 18.2 6 19.6 3 18.7 9

茨 城 県 17.8 13 17.0 13 16.7 18 17.4 13 16.9 17

栃 木 県 18.1 11 16.9 16 17.2 14 17.3 14 17.9 11

群 馬 県 17.4 14 17.8 11 18.9 3 19.3 5 19.3 6

埼 玉 県 16.4 26 16.4 21 15.0 35 16.2 29 15.2 40

千 葉 県 16.1 32 16.8 18 16.0 25 17.2 16 16.0 29

東 京 都 14.6 42 15.2 37 14.3 41 14.9 40 15.9 31

神 奈 川 県 15.1 39 14.4 40 13.4 45 15.6 34 15.2 41

新 潟 県 19.3 6 19.5 6 18.5 4 18.9 7 19.8 4

富 山 県 17.9 12 15.5 31 15.8 29 19.0 6 18.3 10

石 川 県 16.6 25 12.9 46 14.2 43 15.0 39 13.7 47

福 井 県 14.7 41 13.9 42 14.8 39 16.2 28 16.8 19

山 梨 県 16.2 31 17.0 14 17.0 15 16.2 27 16.2 27

長 野 県 15.7 35 15.4 34 17.4 13 17.5 12 16.3 25

岐 阜 県 16.8 19 16.8 17 16.3 22 15.1 38 16.2 28

静 岡 県 16.3 27 16.4 22 15.9 28 16.5 23 15.3 38

愛 知 県 14.4 44 13.7 43 14.0 44 15.3 37 15.4 37

三 重 県 17.3 16 16.7 19 15.9 26 15.7 33 15.8 32

滋 賀 県 14.5 43 14.7 39 16.2 23 16.3 26 15.5 36

京 都 府 14.1 45 13.3 45 12.4 47 13.8 45 15.5 35

大 阪 府 16.7 23 17.0 15 16.0 24 17.6 11 17.3 14

兵 庫 県 16.7 22 16.4 20 15.9 27 15.8 31 16.4 21

奈 良 県 14.1 46 16.3 23 16.4 21 15.3 36 15.7 34

和 歌 山 県 19.1 8 21.2 1 17.4 12 16.5 22 20.5 2

鳥 取 県 16.2 28 14.7 38 13.1 46 14.6 42 15.1 43

島 根 県 16.7 24 16.1 25 16.5 19 18.7 8 15.7 33

岡 山 県 14.0 47 13.5 44 14.3 42 13.8 46 16.3 24

広 島 県 16.2 30 15.4 33 14.8 38 14.6 41 17.6 12

山 口 県 16.8 20 15.4 36 15.4 33 17.0 20 16.3 23

徳 島 県 16.1 33 12.4 47 15.5 32 15.4 35 15.3 39

香 川 県 15.6 36 15.7 29 14.9 37 15.9 30 15.2 42

愛 媛 県 20.3 4 15.8 28 15.6 30 16.7 21 16.7 20

高 知 県 15.4 38 17.9 10 17.5 10 17.3 15 18.8 7

福 岡 県 16.2 29 16.0 27 15.0 36 16.3 25 16.8 18

佐 賀 県 14.8 40 15.4 35 17.5 11 13.4 47 15.0 44

長 崎 県 15.9 34 15.5 30 14.3 40 14.0 44 14.4 46

熊 本 県 15.5 37 14.2 41 15.5 31 16.4 24 14.9 45

大 分 県 18.3 10 18.0 9 15.1 34 15.7 32 16.3 22

宮 崎 県 18.4 9 19.0 7 17.8 8 20.4 2 19.6 5

鹿 児 島 県 16.7 21 16.1 26 17.9 7 17.1 17 16.0 30

沖 縄 県 17.0 17 15.4 32 16.5 20 14.2 43 17.0 16

都道府県名

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
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３（２）　自殺死亡率年次推移及び全国における順位（自殺死亡率順）　平成２４年～平成２８年　高率順

人口動態統計

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

1 27.6 秋 田 県 1 26.5 秋 田 県 1 26.6 岩 手 県 1 25.7 秋 田 県 1 23.8 秋 田 県

2 26.4 新 潟 県 2 26.4 岩 手 県 2 26.0 秋 田 県 2 23.3 岩 手 県 2 22.9 岩 手 県

3 25.9 高 知 県 3 26.1 新 潟 県 3 23.9 宮 崎 県 3 23.2 宮 崎 県 3 21.8 新 潟 県

4 25.3 岩 手 県 4 25.4 島 根 県 4 23.5 新 潟 県 4 22.9 島 根 県 4 21.7 和歌山県

5 25.3 山 形 県 5 25.2 群 馬 県 5 22.8 富 山 県 5 22.0 新 潟 県 5 21.0 青 森 県

6 24.7 宮 崎 県 6 24.6 山 形 県 6 22.2 山 梨 県 6 21.7 山 形 県 6 20.2 群 馬 県

7 24.3 青 森 県 7 23.4 山 梨 県 7 21.8 福 島 県 7 21.6 群 馬 県 7 19.9 山 形 県

8 23.8 熊 本 県 8 23.3 青 森 県 8 21.6 高 知 県 8 21.6 福 島 県 8 19.0 島 根 県

9 23.4 群 馬 県 9 22.9 宮 崎 県 9 21.6 山 形 県 9 20.7 沖 縄 県 9 18.9 栃 木 県

10 23.3 山 口 県 10 22.6 栃 木 県 10 21.4 鹿児島県 10 20.5 富 山 県 10 18.9 沖 縄 県

11 22.8 栃 木 県 11 22.6 富 山 県 11 20.9 長 野 県 11 20.5 青 森 県 11 18.8 宮 崎 県

12 22.8 島 根 県 12 22.6 愛 媛 県 12 20.5 青 森 県 12 20.0 山 口 県 12 18.4 福 島 県

13 22.2 富 山 県 13 22.1 徳 島 県 13 20.5 愛 媛 県 13 19.9 熊 本 県 13 18.4 高 知 県

14 22.2 福 岡 県 14 21.8 大 分 県 14 20.4 群 馬 県 14 19.5 北 海 道 14 18.3 愛 媛 県

15 22.2 北 海 道 15 21.7 福 島 県 15 20.4 島 根 県 15 19.5 栃 木 県 15 18.2 熊 本 県

16 22.2 富 山 県 16 21.6 鹿児島県 16 20.3 沖 縄 県 16 19.3 愛 媛 県 16 18.0 宮 城 県

17 22.0 山 梨 県 17 21.6 高 知 県 17 20.3 岐 阜 県 17 19.3 千 葉 県 17 18.0 徳 島 県

18 21.9 福 島 県 18 21.3 和歌山県 18 20.1 北 海 道 18 19.2 和歌山県 18 17.8 大 阪 府

19 21.6 鹿児島県 19 21.2 茨 城 県 19 20.1 栃 木 県 19 19.0 三 重 県 19 17.7 富 山 県

20 21.6 大 阪 府 20 21.2 北 海 道 20 20.0 大 阪 府 20 19.0 鹿児島県 20 17.5 岐 阜 県

21 21.4 埼 玉 県 21 21.1 福 岡 県 21 19.9 千 葉 県 21 18.8 岐 阜 県 21 17.5 北 海 道

22 21.2 長 野 県 22 21.1 鳥 取 県 22 19.9 徳 島 県 22 18.7 静 岡 県 22 17.1 茨 城 県

23 21.1 茨 城 県 23 21.0 滋 賀 県 23 19.8 兵 庫 県 23 18.7 大 阪 府 23 17.0 山 梨 県

－ 21.0 全国平均 24 20.8 大 阪 府 24 19.7 茨 城 県 24 18.6 茨 城 県 24 17.0 福 井 県

24 21.0 佐 賀 県 25 20.8 埼 玉 県 25 19.7 福 岡 県 － 18.5 全国平均 25 16.9 大 分 県

25 20.9 岐 阜 県 26 20.8 沖 縄 県 26 19.6 宮 城 県 25 18.3 石 川 県 － 16.8 全国平均

26 20.9 鳥 取 県 27 20.7 静 岡 県 － 19.5 全国平均 26 18.2 鳥 取 県 26 16.7 千 葉 県

27 20.9 石 川 － 20.7 全国平均 27 19.4 長 崎 県 27 18.2 長 野 県 27 16.7 埼 玉 県

28 20.7 兵 庫 県 28 20.5 兵 庫 県 28 19.4 広 島 県 28 18.2 岡 山 県 28 16.6 静 岡 県

29 20.6 愛 媛 県 29 20.4 熊 本 県 29 19.1 山 口 県 29 18.0 埼 玉 県 29 16.5 長 野 県

30 20.6 広 島 県 30 20.2 東 京 都 30 19.1 鳥 取 県 30 17.8 福 岡 県 30 16.4 兵 庫 県

31 20.4 三 重 県 31 20.1 長 野 県 31 18.7 東 京 都 31 17.6 兵 庫 県 31 16.3 福 岡 県

32 20.4 静 岡 県 32 20.1 長 崎 県 32 18.7 埼 玉 県 32 17.5 広 島 県 32 16.2 香 川 県

33 20.3 沖 縄 県 33 20.0 山 口 県 33 18.6 熊 本 県 33 17.4 東 京 都 33 16.1 鹿児島県

34 20.2 滋 賀 県 34 19.9 千 葉 県 34 18.5 静 岡 県 34 17.4 宮 城 県 34 16.1 滋 賀 県

35 20.2 福 井 県 35 19.8 広 島 県 35 18.2 滋 賀 県 35 17.4 滋 賀 県 35 15.8 山 口 県

36 19.9 東 京 都 36 19.8 宮 城 県 36 17.7 愛 知 県 36 17.2 徳 島 県 36 15.7 岡 山 県

37 19.9 千 葉 県 37 19.3 京 都 府 37 17.6 大 分 県 37 16.9 長 崎 県 37 15.5 石 川 県

38 19.0 徳 島 県 38 19.3 三 重 県 38 17.5 京 都 府 38 16.8 神奈川県 38 15.5 東 京 都

39 18.9 宮 城 県 39 19.1 岐 阜 県 39 17.4 和歌山県 39 16.8 山 梨 県 39 15.4 佐 賀 県

40 18.8 岡 山 県 40 19.1 愛 知 県 40 17.4 香 川 県 40 16.6 佐 賀 県 40 15.4 広 島 県

41 18.5 神奈川県 41 18.8 香 川 県 41 17.3 神奈川県 41 16.5 大 分 県 41 14.9 長 崎 県

42 18.3 和歌山県 42 18.3 奈 良 県 42 17.3 三 重 県 42 16.5 京 都 府 42 14.9 三 重 県

43 18.3 愛 知 県 43 18.1 佐 賀 県 43 17.1 奈 良 県 43 16.2 香 川 県 43 14.5 神奈川県

44 17.7 奈 良 県 44 17.9 神奈川県 44 17.1 福 井 県 44 16.0 愛 知 県 44 14.5 鳥 取 県

45 17.7 長 崎 県 45 17.9 福 井 県 45 17.0 岡 山 県 45 15.9 奈 良 県 45 14.4 愛 知 県

46 17.5 香 川 県 46 17.8 岡 山 県 46 17.0 佐 賀 県 46 15.7 高 知 県 46 14.2 京 都 府

47 17.3 京 都 府 47 17.7 石 川 県 47 15.7 石 川 県 47 15.4 福 井 県 47 13.6 奈 良 県

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
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３（２）　自殺死亡率年次推移及び全国における順位（自殺死亡率順）　平成２９年～令和３年　高率順

人口動態統計

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

順位
自殺
死亡率

都道府
県名

1 24.4 秋 田 県 1 21.2 和歌山県 1 20.8 秋 田 県 1 21.3 岩 手 県 1 23.4 青 森 県

2 21.0 岩 手 県 2 20.6 青 森 県 2 20.5 岩 手 県 2 20.4 宮 崎 県 2 20.5 和歌山県

3 20.8 青 森 県 3 20.5 岩 手 県 3 18.9 群 馬 県 3 19.6 福 島 県 3 20.1 山 形 県

4 20.3 愛 媛 県 4 20.3 秋 田 県 4 18.5 新 潟 県 4 19.3 青 森 県 4 19.8 新 潟 県

5 20.2 福 島 県 5 19.7 福 島 県 5 18.2 山 形 県 5 19.3 群 馬 県 5 19.6 宮 崎 県

6 19.3 新 潟 県 6 19.5 新 潟 県 6 18.2 福 島 県 6 19.0 富 山 県 6 19.3 群 馬 県

7 19.2 山 形 県 7 19.0 宮 崎 県 7 17.9 鹿児島県 7 18.9 新 潟 県 7 18.8 高 知 県

8 19.1 和歌山県 8 18.1 山 形 県 8 17.8 宮 崎 県 8 18.7 島 根 県 8 18.8 秋 田 県

9 18.4 宮 崎 県 9 18.0 大 分 県 9 17.5 宮 城 県 9 18.0 宮 城 県 9 18.7 福 島 県

10 18.3 大 分 県 10 17.9 高 知 県 10 17.5 高 知 県 10 18.0 秋 田 県 10 18.3 富 山 県

11 18.1 栃 木 県 11 17.8 群 馬 県 11 17.5 佐 賀 県 11 17.6 大 阪 府 11 17.9 栃 木 県

12 17.9 富 山 県 12 17.2 北 海 道 12 17.4 和歌山県 12 17.5 長 野 県 12 17.6 広 島 県

13 17.8 茨 城 県 13 17.0 茨 城 県 13 17.4 長 野 県 13 17.4 茨 城 県 13 17.5 北 海 道

14 17.4 群 馬 県 14 17.0 山 梨 県 14 17.2 栃 木 県 14 17.3 栃 木 県 14 17.3 大 阪 府

15 17.3 北 海 道 15 17.0 大 阪 府 15 17.0 山 梨 県 15 17.3 高 知 県 15 17.3 宮 城 県

16 17.3 三 重 県 16 16.9 栃 木 県 16 17.0 北 海 道 16 17.2 千 葉 県 16 17.0 沖 縄 県

17 17.0 沖 縄 県 17 16.8 岐 阜 県 17 16.9 青 森 県 17 17.1 鹿児島県 17 16.9 茨 城 県

18 16.9 宮 城 県 18 16.8 千 葉 県 18 16.7 茨 城 県 18 17.0 北 海 道 18 16.8 福 岡 県

19 16.8 岐 阜 県 19 16.7 三 重 県 19 16.5 島 根 県 19 17.0 山 形 県 19 16.8 福 井 県

20 16.8 山 口 県 20 16.4 兵 庫 県 20 16.5 沖 縄 県 20 17.0 山 口 県 20 16.7 愛 媛 県

21 16.7 鹿児島県 21 16.4 埼 玉 県 21 16.4 奈 良 県 21 16.7 愛 媛 県 － 16.5 全国平均

22 16.7 兵 庫 県 22 16.4 静 岡 県 22 16.3 岐 阜 県 22 16.5 和歌山県 21 16.4 兵 庫 県

23 16.7 大 阪 府 23 16.3 奈 良 県 23 16.2 滋 賀 県 23 16.5 静 岡 県 22 16.3 大 分 県

24 16.7 島 根 県 24 16.2 宮 城 県 24 16.0 大 阪 府 24 16.4 熊 本 県 23 16.3 山 口 県

25 16.6 石 川 県 25 16.1 島 根 県 25 16.0 千 葉 県 － 16.4 全国平均 24 16.3 岡 山 県

26 16.4 埼 玉 県 26 16.1 鹿児島県 26 15.9 三 重 県 25 16.3 福 岡 県 25 16.3 長 野 県

－ 16.4 全国平均 － 16.1 全国平均 27 15.9 兵 庫 県 26 16.3 滋 賀 県 26 16.2 岩 手 県

27 16.3 静 岡 県 27 16.0 福 岡 県 28 15.9 静 岡 県 27 16.2 山 梨 県 27 16.2 山 梨 県

28 16.2 鳥 取 県 28 15.8 愛 媛 県 29 15.8 富 山 県 28 16.2 福 井 県 28 16.2 岐 阜 県

29 16.2 福 岡 県 29 15.7 香 川 県 － 15.7 全国平均 29 16.2 埼 玉 県 29 16.0 千 葉 県

30 16.2 広 島 県 30 15.5 長 崎 県 30 15.6 愛 媛 県 30 15.9 香 川 県 30 16.0 鹿児島県

31 16.2 山 梨 県 31 15.5 富 山 県 31 15.5 熊 本 県 31 15.8 兵 庫 県 31 15.9 東 京 都

32 16.1 千 葉 県 32 15.4 沖 縄 県 32 15.5 徳 島 県 32 15.7 大 分 県 32 15.8 三 重 県

33 16.1 徳 島 県 33 15.4 広 島 県 33 15.4 山 口 県 33 15.7 三 重 県 33 15.7 島 根 県

34 15.9 長 崎 県 34 15.4 長 野 県 34 15.1 大 分 県 34 15.6 神奈川県 34 15.7 奈 良 県

35 15.7 長 野 県 35 15.4 佐 賀 県 35 15.0 埼 玉 県 35 15.4 徳 島 県 35 15.5 京 都 府

36 15.6 香 川 県 36 15.4 山 口 県 36 15.0 福 岡 県 36 15.3 奈 良 県 36 15.5 滋 賀 県

37 15.5 熊 本 県 37 15.2 東 京 都 37 14.9 香 川 県 37 15.3 愛 知 県 37 15.4 愛 知 県

38 15.4 高 知 県 38 14.7 鳥 取 県 38 14.8 広 島 県 38 15.1 岐 阜 県 38 15.3 静 岡 県

39 15.1 神奈川県 39 14.7 滋 賀 県 39 14.8 福 井 県 39 15.0 石 川 県 39 15.3 徳 島 県

40 14.8 佐 賀 県 40 14.4 神奈川県 40 14.3 長 崎 県 40 14.9 東 京 都 40 15.2 埼 玉 県

41 14.7 福 井 県 41 14.2 熊 本 県 41 14.3 東 京 都 41 14.6 広 島 県 41 15.2 神奈川県

42 14.6 東 京 都 42 13.9 福 井 県 42 14.3 岡 山 県 42 14.6 鳥 取 県 42 15.2 香 川 県

43 14.5 滋 賀 県 43 13.7 愛 知 県 43 14.2 石 川 県 43 14.2 沖 縄 県 43 15.1 鳥 取 県

44 14.4 愛 知 県 44 13.5 岡 山 県 44 14.0 愛 知 県 44 14.0 長 崎 県 44 15.0 佐 賀 県

45 14.1 京 都 府 45 13.3 京 都 府 45 13.4 神奈川県 45 13.8 京 都 府 45 14.9 熊 本 県

46 14.1 奈 良 県 46 12.9 石 川 県 46 13.1 鳥 取 県 46 13.8 岡 山 県 46 14.4 長 崎 県

47 14.0 岡 山 県 47 12.4 徳 島 県 47 12.4 京 都 府 47 13.4 佐 賀 県 47 13.7 石 川 県

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
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３（３）　和歌山県の性別・年齢階級別の自殺者数

人口動態統計　単位（人）

10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計
歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計
歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計

平成２４年 1 18 11 24 27 36 38 25 0 180 0 11 6 18 22 27 27 15 0 126 1 7 5 6 5 9 11 10 0 54

平成２５年 4 19 19 30 32 35 40 29 0 208 2 16 13 22 22 25 25 18 0 143 2 3 6 8 10 10 15 11 0 65

平成２６年 1 11 18 28 24 34 30 22 0 168 0 6 14 20 16 28 23 11 0 118 1 5 4 8 8 6 7 11 0 50

平成２７年 3 18 21 28 24 25 38 27 0 184 1 17 17 24 16 18 23 19 0 135 2 1 4 4 8 7 15 8 0 49

平成２８年 3 27 28 33 33 32 30 20 0 206 2 21 20 26 25 22 20 9 0 145 1 6 8 7 8 10 10 11 0 61

平成２９年 4 20 22 25 30 19 29 30 0 179 2 15 15 18 22 12 22 15 0 121 2 5 7 7 8 7 7 15 0 58

平成３０年 2 18 20 33 39 33 27 25 0 197 1 15 15 28 29 24 14 16 0 142 1 3 5 5 10 9 13 9 0 55

令和元年 4 12 17 23 28 35 21 20 0 160 2 11 10 18 19 24 14 14 0 112 2 1 7 5 9 11 7 6 0 48

令和 ２年 1 16 10 29 22 22 28 23 0 151 1 12 6 23 17 14 19 14 0 106 0 4 4 6 5 8 9 9 0 45

令和 ３年 5 10 24 30 35 25 26 31 0 186 2 9 19 23 25 17 16 22 0 133 3 1 5 7 10 8 10 9 0 53

平 均 3 17 19 28 29 30 31 25 0 182 1 13 14 22 21 21 20 15 0 128 2 4 6 6 8 9 10 10 0 54

３（４）　和歌山県の性別・年齢階級別の自殺者比率
人口動態統計（％）

10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計
歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計
歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
代

歳
以
上

不
詳

計

平成２４年 0.6 10.0 6.1 13.3 15.0 20.0 21.1 13.9 0.0 100.0 0.0 8.7 4.8 14.3 17.5 21.4 21.4 11.9 0.0 100.0 1.9 13.0 9.3 11.1 9.3 16.7 20.4 18.5 0.0 100.0

平成２５年 1.9 9.1 9.1 14.4 15.4 16.8 19.2 13.9 0.0 100.0 1.4 11.2 9.1 15.4 15.4 17.5 17.5 12.6 0.0 100.0 3.1 4.6 9.2 12.3 15.4 15.4 23.1 16.9 0.0 100.0

平成２６年 0.6 6.5 10.7 16.7 14.3 20.2 17.9 13.1 0.0 100.0 0.0 5.1 11.9 16.9 13.6 23.7 19.5 9.3 0.0 100.0 2.0 10.0 8.0 16.0 16.0 12.0 14.0 22.0 0.0 100.0

平成２７年 1.6 9.8 11.4 15.2 13.0 13.6 20.7 14.7 0.0 100.0 0.7 12.6 12.6 17.8 11.9 13.3 17.0 14.1 0.0 100.0 4.1 2.0 8.2 8.2 16.3 14.3 30.6 16.3 0.0 100.0

平成２８年 1.5 13.1 13.6 16.0 16.0 15.5 14.6 9.7 0.0 100.0 1.4 14.5 13.8 17.9 17.2 15.2 13.8 6.2 0.0 100.0 1.6 9.8 13.1 11.5 13.1 16.4 16.4 18.0 0.0 100.0

平成２９年 2.2 11.2 12.3 14.0 16.8 10.6 16.2 16.8 0.0 100.0 1.7 12.4 12.4 14.9 18.2 9.9 18.2 12.4 0.0 100.0 3.4 8.6 12.1 12.1 13.8 12.1 12.1 25.9 0.0 100.0

平成３０年 1.0 9.1 10.2 16.8 19.8 16.8 13.7 12.7 0.0 100.0 0.7 10.6 10.6 19.7 20.4 16.9 9.9 11.3 0.0 100.0 1.8 5.5 9.1 9.1 18.2 16.4 23.6 16.4 0.0 100.0

令和元年 2.5 7.5 10.6 14.4 17.5 21.9 13.1 12.5 0.0 100.0 1.8 9.8 8.9 16.1 17.0 21.4 12.5 12.5 0.0 100.0 4.2 2.1 14.6 10.4 18.8 22.9 14.6 12.5 0.0 100.0

令 和 ２年 0.7 10.6 6.6 19.2 14.6 14.6 18.5 15.2 0.0 100.0 0.9 11.3 5.7 21.7 16.0 13.2 17.9 13.2 0.0 100.0 0.0 8.9 8.9 13.3 11.1 17.8 20.0 20.0 0.0 100.0

令 和 ３年 2.7 5.4 12.9 16.1 18.8 13.4 14.0 16.7 0.0 100.0 1.5 6.8 14.3 17.3 18.8 12.8 12.0 16.5 0.0 100.0 5.7 1.9 9.4 13.2 18.9 15.1 18.9 17.0 0.0 100.0

平 均 1.5 9.2 10.4 15.6 16.1 16.3 16.9 13.9 0.0 100.0 1.0 10.3 10.4 17.2 16.6 16.5 16.0 12.0 0.0 100.0 2.8 6.6 10.2 11.7 15.1 15.9 19.4 18.4 0.0 100.0

※平成24年～令和3年まで、9歳以下の自殺者数は０

総数 男性 女性

年

年

総数 男性 女性
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３（５）　性別・職業別、原因・動機別自殺者数（自殺日・居住地ベース、人）

H29 H30 R1 R2 R3 H29 H30 R1 R2 R3 H29 H30 R1 R2 R3

180 196 150 164 188 118 140 105 117 129 62 56 45 47 59

17 22 15 13 20 14 20 14 10 18 3 2 1 3 2

49 58 45 58 51 40 52 37 49 44 9 6 8 9 7

112 116 90 93 117 63 68 54 58 67 49 48 36 35 50

5 5 3 1 5 3 3 3 1 2 2 2 0 0 3

107 111 87 92 112 60 65 51 57 65 47 46 36 35 47

主婦 10 8 13 5 14 0 0 0 0 0 10 8 13 5 14

失業者 2 8 3 3 4 2 7 3 2 4 0 1 0 1 0

年金・雇用保険等
生活者 37 43 30 42 37 21 24 19 32 23 16 19 11 10 14

その他無職者 58 52 41 42 57 37 34 29 23 38 21 18 12 19 19

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

38 25 20 35 17 23 16 7 25 10 15 9 13 10 7

71 74 54 68 62 38 40 33 40 31 33 34 21 28 31

19 28 20 23 25 16 27 16 19 19 3 1 4 4 6

13 20 14 18 12 13 15 14 17 10 0 5 0 1 2

9 4 5 6 5 6 4 2 4 3 3 0 3 2 2

2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

7 15 10 7 15 6 12 6 5 6 1 3 4 2 9

76 81 63 58 92 52 60 48 42 71 24 21 15 16 21

厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」に基づき、障害福祉課で作成

総数

経済・生活問題

勤務問題

男女問題

学校問題

その他

不詳

男性 女性

自殺者数

職業別

自営業・家族従事
者

原因・動機については、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一
人につき３つまで計上可能としているため、原因・動機別の和と自殺者数とは一致しない

被雇用者・勤め人

無職

学生・生徒

無職者

不詳

原因・動機
別（複数回
答3つまで）

家庭問題

健康問題
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４．和歌山県自殺対策連絡協議会構成団体

和歌山県医師会

和歌山弁護士会

和歌山県立医科大学医学部神経精神医学教室

和歌山県立医科大学保健看護学部

和歌山県精神科病院協会

和歌山県社会福祉協議会

和歌山県民生委員児童委員協議会

和歌山県司法書士会

和歌山県臨床心理士会

和歌山県精神保健福祉士協会

日本司法支援センター（法テラス）和歌山地方事務所

和歌山いのちの電話協会

白浜レスキューネットワーク

和歌山労働局

和歌山県商工会議所連合会

和歌山県商工会連合会

和歌山産業保健総合支援センター

和歌山県教育委員会

和歌山県警察本部

和歌山県精神保健福祉センター

和歌山県保健所長会
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５．主な相談窓口

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

精神疾患、こころの健康に関しての
電話相談

「こころの電話」
（和歌山県精神保健福祉センター）

073-435-5192
月～金  9：30～12：00、13：00～16：00
（年末年始・祝日除く）

ひきこもりの問題
「ひきこもり相談 いっぽライン」
（和歌山県精神保健福祉センター）

073-424-1713 月～金 9:00～17:45（年末年始・祝日除く）

海南保健所 073-482-0600

岩出保健所 0736-63-0100

橋本保健所 0736-42-3210

湯浅保健所 0737-63-4111

御坊保健所 0738-22-3481

田辺保健所 0739-22-1200

新宮保健所 0735-22-8551

新宮保健所串本支所 0735-72-0525

和歌山市保健所 073-488-5117 月～金8:30～17:15（年末年始・祝日除く）

和歌山いのちの電話 073-424-5000 毎日10:00～22:00

和歌山いのちの電話
（フリーダイヤル）　※毎月10日

0120-783-556 毎月10日　24時間

　※その他の相談窓口は、和歌山県精神保健福祉センターホームページにも掲載しています
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050301/d00154809.html

こころの健康に関する相談
（精神疾患、アルコール健康障害、依存症、
ひきこもり等）

様々な悩みや心の危機に直面している方、
身近に相談できる人がなく、1人で悩んでい
る方

月～金 9:00～17:45（年末年始・祝日除く）

　　「はあとライン」　　　０５７０－０６４－５５６　　　２４時間３６５日対応

和歌山県自殺対策推進センター　相談専用電話

　　生きづらさを感じておられる方や、大切な人を自死で亡くされた方のご相談をお受けします。
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